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令和３年度第５回美浦村定例教育委員会議案（書面会議） 

 

 

１ はじめに   

   第５回美浦村定例教育委員会の書面開催について 

 

２ 書面会議の日程 

 

３ 書面会議参加委員 

 

４ 議事録署名委員 

 

５ 報告事項 

報告第 1号 令和３年度美浦村一般会計補正予算について 

 

６ その他の報告 

 

７ 意見書の提出及び会議結果の周知方法 

 

８ 事務連絡 
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１ はじめに 

令和３年８月 26日に予定しておりました第５回美浦村定例教育委員会に 

ついては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、茨城県において非 

常事態宣言が８月 31日まで、国の緊急事態宣言が９月 12日まで発令された 

ことに鑑み、書面により行うことといたしました。 

 

２ 書面会議の日程 

(1) 開催通知・会議資料の送付  令和３年８月 24日（火） 

(2) 書面会議意見書の受付期間  令和３年８月 25日（水）から８月 31日（火） 

・今回の定例教育委員会は報告事項のみで議決・承認事項はございませ 

ん。委員の皆様よりご意見等がございましたら、別紙「書面会議意見 

書」にご記入の上、提出をお願いいたします。 

・提出いただきましたご意見等については、受付期間終了後に事務局に 

 てとりまとめの後、９月の定例教育委員会にて回答いたします。 

 

３ 書面会議参加委員 

(1) 教 育 長       富永 保 

(2) 教育長職務代理者   山﨑 満男 

(3) 教育委員会委員    小峯 健治 

(4) 教育委員会委員    浅野 千晶 

(5) 教育委員会委員    石橋 慎也 

 

４ 会議録署名委員 

教育委員会委員     小峯委員 

 

５ 報告事項 

報告第１号 令和３年度美浦村一般会計補正予算について 

資料「令和３年度９月補正歳出一般会計（報告第１号 別紙（歳出））」 

（※注）報告第１号令和３年度美浦村一般会計補正予算の内容については、 

９月７日開催の令和３年第３回美浦村議会定例会終了後までは非 

公開です。資料の取り扱いにご注意くださいますようお願い申し上 

げます。 
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令和３年度美浦村一般会計補正予算説明 

〔歳出〕 

所管課 学校教育課 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－３中学校費－１学校管理費－ 

４中学校運営事業費－１７備品購入費－１庁用器具費 

補正予算額 △２８２千円 

補正予算の理由 

当初予算で大判印刷機購入の予算を措置してい

たが、日本中央競馬会美浦トレーニング・センタ

ーの周辺学校備品購入助成として大判印刷機が寄

贈されることになったことから当該予算額を減額

した。 

 

所管課 学校教育課 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－３中学校費－１学校管理費－ 

５中学校施設管理費－１４工事請負費－３維持補修工事 

補正予算額 ７６，９６４千円 

補正予算の理由 

新型コロナウイルスの感染症拡大の状況が続く

なか、運動機会が減っている子どもたちが 3 密を

避けた環境で運動する空間を確保するとともに、

災害時の避難所となっている美浦中学校において

避難所生活の環境確保を図るため、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

美浦中学校の体育館に空調機器を設置する。 

 

所管課 安中小学校 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－２小学校費－２教育振興費－ 

６安中小学校教育振興事業費－１１役務費－４手数料 

補正予算額 １５千円 

補正予算の理由 

常陽銀行美浦支店が７月からリテールステーシ

ョン化したことにより通帳等を使った直接取引が

できなくなったこと、及び学校教職員の働き方改

革の一環として現金の取り扱いを無くしていくた

め、口座振り込みによる取引を行うことにより発

生する口座振替手数料について予算措置する。… 

※１ 
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所管課 美浦中学校 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－３中学校費－２教育振興費－ 

４美浦中学校教育振興事業費－１１役務費－４手数料 

補正予算額 １２千円 

補正予算の理由 ※１と同様の理由による。 

 

所管課 美浦中学校 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－３中学校費－２教育振興費－ 

４美浦中学校教育振興事業費－１８負担金補助金及び交付

金－１０補助金 

補正予算額 ３７１千円 

補正予算の理由 
美浦中学校の柔道部及び新体操部が関東大会へ

出場したことによる補助金。 

 

所管課 美浦中学校 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－６保健体育費－４学校給食費－ 

５美浦中給食事業運営費－１１役務費－４手数料 

補正予算額 ６千円 

補正予算の理由 ※１と同様の理由による。 

 

所管課 子育て支援課 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

３民生費－２児童福祉費－１児童福祉総務費－ 

６６子育て世帯臨時特別給付金給付事務費－ 

２２償還金、利子及び割引料役務費－ 

５国庫支出金等返還金 

補正予算額 １０３千円 

補正予算の理由 

令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響

を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の

一つとして、児童手当受給者に対し、児童ひとり

あたり１万円を支給する給付事業を実施したが、

この事業に係る事務費として、国庫支出金精算に

伴う返還金が生じたため。 
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所管課 生涯学習課 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－５社会教育費－１社会教育総務費－１２地区公

民館補助事業費－１８負担金補助及び交付金－１０補助金 

補正予算額 ５００千円 

補正予算の理由 

馬掛区長より、馬掛集落センターの経年劣化に

よる外壁補修及び塗装工事にかかる費用として申

請があり、美浦村地区公民館等整備費補助金交付

要綱（平成２１年告示第５９号）に基づき工事申

請額の１／３の額を補助する。 

 

所管課 生涯学習課 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

９教育費－５社会教育費－３文化財保護費－ 

６安中開発文化財調査事業費－４共済費－６社会保険料 

補正予算額 １４０千円 

補正予算の理由 
会計年度任用職員の令和３年度社会保険料につ

いて、積算誤りがあったため、修正を行う。 

 

所管課 大谷保育所 

予算科目 

（款-項-目-事業-節-細節） 

３民生費－２児童福祉費－３保育所費－ 

２大谷保育所運営費－１７備品購入費－６保育用備品費 

補正予算額 ５０千円 

補正予算の理由 

保育室の掃除に使用している掃除機が壊れ、そ

の他の備品についても古くなっており、新たに購

入する必要があることから増額補正を行う。 
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６ その他の報告 

(1) 新型コロナウイルス感染症関連 

・緊急事態宣言を受けての生涯学習課管轄の施設の対応について 

（その他 資料１） 

   ・大谷保育所一時預かり保育の休止について（その他 資料２） 

   ・児童館利用休止について（その他 資料３） 

 

７ 意見書の提出及び会議結果の周知方法 

(1) 意見書の提出方法について 

今回の会議は報告事項のみで議決・承認事項はありませんが、ご意見等 

がございましたら、「書面会議意見書」を令和３年８月 31 日（火）までに 

教育委員会学校教育課あて提出願います。 

(2) 会議結果の周知方法について 

ご提出いただいたご意見等につきましては、教育委員会学校教育課にて 

取りまとめの上、委員の皆様に９月の定例教育委員会時に回答いたします 

ととともに議事録として村ホームページにて公表いたします。 

 

８ 事務連絡 

(1) 配布資料       時報市町村教委 

(2) 第６回定例会について 日時 令和３年９月 27日（月）午前９時 30分～ 

場所 美浦村役場 ３階 大会議室 

 (3) 第７回定例会について 別紙意見書内の日程調整欄に参加の可否につい 

てご記入をお願いいたします。 

 



報告第１号　別紙（歳出）　

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

学校教育課 09 教育費 03 中学校費 01 学校管理費 04 中学校運営事業費 17 01 001 庁用器具費 △ 282 282 0

05 中学校施設管理費 14 03 014 美浦中学校体育館空調整備工事 76,964 0 76,964

計 76,682 282 76,964

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

安中小学校 09 教育費 02 小学校費 02 教育振興費 06 安中小学校教育振興事業費 11 04 033 口座振込手数料 15 7 22

計 15 7 22

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

美浦中学校 09 教育費 03 中学校費 02 教育振興費 04 美浦中学校教育振興事業費 11 04 033 口座振込手数料 12 8 20

18 10 012 関東大会出場補助金 371 0 371

06 保健体育費 04 学校給食費 05 美浦中給食事業運営費 11 04 033 口座振込手数料 6 0 6

計 389 8 397

令和　３年度　９月補正歳出一般会計



報告第１号　別紙（歳出）　

令和　３年度　９月補正歳出一般会計

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

子育て支援課 03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費 66 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費 22 05 001 国庫支出金返還金 103 0 103

計 103 0 103

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

生涯学習課 09 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費 12 地区公民館補助事業費 18 10 015 地区公民館等修繕等補助金 500 0 500

03 文化財保護費 06 安中開発文化財調査事業費 04 06 005 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 140 0 140

計 640 0 640

事 細 摘

所属名 款 款名 項 項名 目 目名 事業名 節 摘要名 要求額 補正前額 補正後額

業 節 要

大谷保育所 03 民生費 02 児童福祉費 03 保育所費 02 大谷保育所運営費 17 06 001 保育用備品費 50 69 119

計 50 69 119



県の「⾮常事態宣⾔」、国の「緊急事態宣⾔」の発令に伴う村内公共施設等の利⽤休⽌に
ついて【令和3年8⽉19⽇掲載】

県の「⾮常事態宣⾔」、国の「緊急事態宣⾔」が発令されたことから、感染拡⼤防⽌のため、村内公共施設等について以下のとおり利⽤休⽌とさせていただき
ます。
村⺠のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協⼒をお願いいたします。

※業務については通常通り⾏っております。

利⽤休⽌期間

9⽉12⽇（⽇）まで

利⽤を休⽌する村内の公共施設

地域交流館みほふれ愛プラザ（⼦育て⽀援センターにおけるファミリーサポート事業、地域産品直売所は除く）
中央公⺠館
光と⾵の丘公園（貸出施設）
⽂化財センター
⽊原地区多⽬的集会施設
安中地区多⽬的研修集会施設
農林漁業者トレーニングセンター
⽼⼈福祉センター
その他貸出施設

役場への来庁時のお願い

役場正⾯⼊⼝に、サーマルカメラ（⾮接触型体表⾯温度測定機器）を設置してありますので、お越しの際には体温の確認にご協⼒をお願いいたします。また、
引き続きマスクの着⽤、⼿指消毒につきましてもご協⼒いただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター（サンテホール） 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村⼤字受領1546-1
電話番号︓029-885-1889 ファックス番号︓029-885-8295

https://www.vill.miho.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=7&code2=0&ssl=1
Administrator
テキストボックス
その他　資料１



⼤⾕保育所⼀時預かり保育の休⽌のお知らせ

令和3年8⽉16⽇（⽉）発表の茨城県⾮常事態宣⾔の発令を受け、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、下記の期間は、⼤⾕保育所で実施している⼀時
預かり保育を休⽌させていただきます。

《⼀時預かり保育休⽌期間》令和3年8⽉18⽇（⽔）〜9⽉12⽇（⽇）

⼀時預かり保育を利⽤される皆さまにはご不便をお掛けしますが、感染拡⼤防⽌のため、ご理解・ご協⼒をお願いいたします。

■問合せ  美浦村⽴⼤⾕保育所 TEL029-885-1549  

このページに関するお問い合わせは⼤⾕保育所です。

⼤⾕保育所 〒300-0414 茨城県稲敷郡美浦村信太2616-1
電話番号︓029-885-1549 ファックス番号︓029-885-1549

https://www.vill.miho.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=9&code2=0&ssl=1
Administrator
テキストボックス
その他　資料２



児童館利⽤休⽌のお知らせ

令和3年8⽉16⽇（⽉）発表の茨城県⾮常事態宣⾔の発令を受け、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、下記の期間は、⼤⾕児童館、⽊原児童館の児童
館利⽤を休⽌することといたします。
放課後児童クラブについては、通常通り開所いたします。また、感染拡⼤防⽌のため、家庭での保育が可能な場合は家庭保育へのご協⼒をお願いいたします。

《児童館休館期間》令和3年8⽉18⽇（⽔）〜31⽇（⽕）

児童館を利⽤される皆さまにはご不便をお掛けしますが、感染拡⼤防⽌のため、ご理解・ご協⼒をお願いいたします。

■問合せ ⼦育て⽀援課 TEL029-885-0340（内232）  

このページに関するお問い合わせは⼦育て⽀援課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村⼤字受領1515
電話番号︓029-885-0340（代） ファックス番号︓029-885-4953

https://www.vill.miho.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=41&code2=0&ssl=1
Administrator
テキストボックス
その他　資料３



 裏面へ 

令和３年度第５回美浦村定例教育委員会（書面会議） 

書面会議意見書 

報告事項 報告第 1号 令和３年度美浦村一般会計補正予算について 

ご意見  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（1）新型コロナウイルス感染症関連 

      緊急事態宣言を受けての生涯学習課管轄の施設の対応について（その他 資料１） 

      大谷保育所一時預かり保育の休止について（その他 資料２） 

        児童館利用休止について（その他 資料３） 

ご意見  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

その他 自由記載欄 

 

 

 

第７回定例教育委員会の日程調整について 

日程 10月 26日（火） 10月 27日（水） 10月 29日（金） 

参加の可否 

（○又は×） 

   

 

 

委員名：               

 

 

※８月 31日（火）までにＦＡＸ・電子メール等によりご提出ください。 

※電子メールでの提出をご希望の場合、下記アドレスへご連絡ください。この様式データ

（Wordファイル）をお送りします。 

 

 
連絡先 美浦村教育委員会学校教育課 
    岡田 加奈 

                        電 話：029-885-0340 内線 225 
                        ＦＡＸ：029-885-4953 

E-Mail：gakkou@vill.miho.lg.jp 
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